
訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）重要事項説明書 
 

〔２０２４年１０月２８日現在〕 

 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電  話  ０４９５－２３－３９８８ 

担  当              （          ） 

受 付 日  月曜日から金曜日（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３日 

までを除く） 

受付時間  午前９時～午後５時 

※ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２ 訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 老人保健施設 彩の苑 

所在地 〒367－0054  埼玉県本庄市千代田１－１－２１ 

電話番号 ０４９５－２３－３９８８ 

ＦＡＸ番号 ０４９５－２３－３９７７ 

事業所番号 
訪問リハビリテーション（事業所番号 １１５４３８００２８号）    

介護予防訪問リハビリテーション（事業所番号 １１５４３８００２８号） 

通常の事業の実

施区域 ※ 
本庄市・上里町・美里町 

営業時間 午前９時～午後５時 

営業日 
月曜日から金曜日（土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３日まで

を除く） 

※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）当事業所の職員体制 

職 名 資 格 員 数 業 務 内 容 

管理者 医 師 １名 

従業者及び業務の管理 

〔介護老人保健施設、（介護予防）短期入所療養介護、 

（介護予防）通所リハビリテーションの管理者と兼務）〕 

サービス 

提供者 

理学療法士

等 
１名以上 リハビリテーションの提供 

 

 



（３）サービスの提供時間帯 

    月曜日～金曜日（土日祝日及び年末年始を除く）  午前９：００～午後５：００ 

 

３ サービス内容 

「訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）」は、リハビリテーションを受ける

お客様の居宅（自宅等）を訪問し、リハビリテーションを提供するサービスです。 

 

４ 利用料金 

（１）利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、基準額に対し、介護保険負担割合証に記載の割

合に応じた額です。 

   ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

 

○介護予防訪問リハビリテーション料金表  「地域区分別1単位の単価＝10円（その他地域）」 

１割負担者 保険適用外 保険適用（１割） 

① 介護予防訪問リハビリテーション費       ２９８０円/回      ２９８円/回 

（利用開始より12か月を超えて利用する場合） －３００円/回 －３０円/回 

② サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 ６円/回 

③ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ２００円/日 

④ 退院時共同指導加算 ６０００円/月 ６００円/月 

 

２割負担者 保険適用外 保険適用（２割） 

① 介護予防訪問リハビリテーション費       ２９８０円/回      ５９６円/回 

（利用開始より12か月を超えて利用する場合） －３００円/回 －６０円/回 

② サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 １２円/回 

③ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ４００円/日 

④ 退院時共同指導加算 ６０００円/月 １２００円/月 

 

 

 

 

 

 

 



３割負担者 保険適用外 保険適用（３割） 

⑤ 介護予防訪問リハビリテーション費       ２９８０円/回      ８９４円/回 

（利用開始より12か月を超えて利用する場合） －３００円/回 －９０円/回 

⑥ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 １８円/回 

⑦ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ６００円/日 

⑧ 退院時共同指導加算 ６０００円/月 １８００円/月 

 

○訪問リハビリテーション料金表  「地域区分別1単位の単価＝10円（その他地域）」 

 

1割負担者 保険適用外 保険適用（１割） 

① 訪問リハビリテーション費       ３０８０円/回      ３０８円/回 

② リハビリテーションマネジメント加算ロ ２１３０円/回 ２１３円/回 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 ６円/回 

④ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ２００円/日 

⑤ 退院時共同指導加算   ６０００円/回 ６００円/回 

 

 

２割負担者 保険適用外 保険適用（２割） 

① 訪問リハビリテーション費   ３０８０/回      ６１６円/回 

② リハビリテーションマネジメント加算ロ ２１３０円/回 ４２６円/回 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 １２円/回 

④ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ４００円/日 

⑤ 退院時共同指導加算   ６０００円/回 １２００円/回 

 

 

３割負担者 保険適用外 保険適用（３割） 

① 訪問リハビリテーション費  ３０８０円/回      ９２４円/回 

② リハビリテーションマネジメント加算ロ ２１３０円/回 ６３９円/回 

③ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ６０円/回 １８円/回 

④ 短期集中リハビリテーション実施加算 

（退院・退所日、認定日から３月以内） 
２０００円/日 ６００円/日 

⑤ 退院時共同指導加算   ６０００円/回 １８００円/回 

 



（２）交通費 

前記２の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域の方は、訪問リハビリテーション職員が訪問するための交通費の実費をご負担し

ていただくことになります。自動車を使用した場合は、 

通常の事業の実施地域を超えた地点から片道２０キロメートル未満  ５００円 

通常の事業の実施地域を超えた地点から片道２０キロメートル以上  ８００円 

 

（３）キャンセル料 

急なキャンセルの場合は、次の料金をいただきます。ただし、お客様の容体の急変等、緊急やむ

を得ない事情がある場合は不要です。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急ご連絡くだ

さい。 

    連絡先  老人保健施設 彩の苑  （介護予防）訪問リハビリテーション   

（電話）０４９５－２３－３９８８ 

 

①ご利用の２４時間前までにご連絡いただいた場合 無料 

②サービス員訪問時 利用者負担額の１００％ 

 

（４）その他 

① お客様の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、電気、電話等の費用はお客様

のご負担になります。 

② 料金のお支払い方法 

毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、２０日までにお支払いください。お支払

いいただきますと、領収書を発行します。 

お支払い方法は、現金集金・口座振替・現金書留・銀行振込の４つの方法となります。契約時

に選択してください。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずは、お電話でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）計画作成と同時に契約を結び、サ

ービスの提供を開始します。 

   ※居宅サービス計画（介護予防訪問リハビリテーションにおいては「介護予防サービス支援計 

画」）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

（２）サービスの終了 

  ① お客様のご都合でサービスを終了する場合はサービスの終了を希望する日の１週間前までに 

お申し出下さい。 



  ② 当事業所の都合でサービスを終了する場合は人員不足等やむを得ない事情により、サービスの 

提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いた 

します。 

③ 自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

    ・お客様が介護保険施設に入所した場合 

・お客様の要介護認定区分等が、非該当（自立）と認定された場合 

    ・お客様がお亡くなりになった場合 

④ その他 

・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご

家族様などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、お客様は文書で解約を通知する

ことによって即座にサービスを終了することができます。 

・お客様が、サービス利用料金の支払が１か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもか

かわらず１０日以内に支払わない場合、又はお客様やご家族様などが当事業所や当事業所の

サービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知す

ることにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

６ 当事業所の運営の方針 

訪問リハビリテーション事業所の従業員は、お客様の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応

じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指し、お客様の居宅に

おいて、理学療法、作業療法又は言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことによって、お

客様の心身機能の維持回復を図ることを目指します。 

介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業員は、お客様が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持または向上を目指し、お客様の居宅において、

理学療法、作業療法又は言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、お客様の心身

機能の機能回復を図り、もってお客様の生活機能の維持又は向上を目指します。 

 

７ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容体の急変等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、ご

家族様、介護支援専門員等へ連絡をいたします。 

主治医 
主治医氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名  

連絡先  

 

 



８ 事故発生時の対応 

  サービスの提供中に事故が発生した場合は、お客様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を

講じ、速やかにお客様がお住まいの市町村、ご家族様、居宅介護支援事業所等に連絡を行います。 

  また、事故の状況及び事故に際して行った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再

発生を防ぐための対策を講じます。 

  なお、当事業所の介護サービスにより、お客様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やか

に損害賠償いたします。（当事業所は公益社団法人全国老人保健施設協会と損害賠償保険契約を結ん

でおります。） 

 

 

９ サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所お客様相談・苦情相談窓口 

担    当  苦情相談窓口責任者  北村 守彦（管理者） 

苦情相談窓口           （          ）    

電  話  ０４９５－２３－３９８８ 

受 付 日  月曜日から金曜日（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３

日までを除く） 

受付時間  午前９時から午後５時 

 

（２）その他 

当事業所以外に、市町村及び埼玉県国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝える

ことができます。 

     

市町村介護保険相談窓口      お客様所在地の市町村介護保険相談窓口 

 

１ 本庄市 〒３６７－８５０１    本庄市本庄３－５－３ 介護保険課       

                     電話 ０４９５－２５－１７２２    

    児玉町の方は、本庄市児玉総合支所 

      〒３６７－０２９８    本庄市児玉町大字八幡山３６８ 市民福祉課       

                     電話 ０４９５－７２－１３３３  

  ２ 上里町 〒３６９－０３９２    上里町大字七本木５５１８ 高齢者いきいき課 

                     電話 ０４９５－３５－１２４３ 

  ３ 美里町 〒３６７－０１９４    美里町大字木部３２３－１ 介護福祉課介護高齢者係 

                     電話 ０４９５－７６－５１３２                                                                         

４ 埼玉県国民健康保険団体連合会   さいたま市中央区大字下落合１７０４番  

            〒３３８－０００２    介護苦情相談専用 

                              電話 ０４８－８２４－２５６８ 



１０ 事業者の概要 

（１）名称・法人種別   医療法人 本庄福島病院 

（２）代表者役職・氏名  理事長  福島 正人 

（３）所在地・電話    〒３６７－００５４  埼玉県本庄市千代田１－１－１８ 

電話 ０４９５－２２－５２１１ 

（４）事業所数等     病院  ２か所 

             介護老人保健施設  １か所 

             （介護予防）短期入所療養介護  １か所 

             （介護予防）通所リハビリテーション  １か所 

             （介護予防）訪問リハビリテーション  １か所 

             居宅介護支援  １か所 

 

１１ 介護・診療情報の提供及び個人情報の保護について 

当事業所は、お客様への説明と納得に基づくサービス提供（インフォームド・コンセント）および

個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 

（１）介護・診療情報の提供 

ご自身の症状やケアについて質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、管理者または当事業

所職員に質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。 

（２）介護・診療情報の開示 

ご自身の介護･診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、管理者または当事業所職員

に開示をお申し出ください。開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。  

（３）個人情報の内容訂正・利用停止 

個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を識別できる情報をいいます。 

当事業所が保有する個人情報（リハビリテーション記録等）が事実と異なるとお考えになる場合

は、内容の訂正・利用停止を求めることができます。管理者または当事業所職員にお申し出くださ

い。調査の上、対応いたします。 

（４）個人情報の利用目的 

個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

・サービス提供のために利用する他、事業所運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介

護・福祉施設との連携等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関によ

る事業所評価、学会や出版物等で個人名が特定されないかたちで報告することがあります。 

・当事業所は卒後医師臨床研修事業所および介護職等の研修事業所に指定されており、研修・養

成の目的で、研修医および介護・医療専門職等の学生等が、訪問時に同席する場合があります。 

※当事業所の個人情報の利用目的については、別紙を参照してください。 

（５）ご希望の確認と変更 

サービス利用予定の変更、介護給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容につきまして、お



客様様ご本人に連絡する場合があります。ただし、事前に受付までお申し出があった場合は、連絡

いたしません。 

一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出下さい。 

 

＜相談窓口＞ 

個人情報に関してのご質問やご相談は、当施設管理者または当事業所職員までお問い合わせ下さい。 

個人情報相談窓口 

担    当  個人情報相談窓口責任者  北村 守彦（管理者） 

個人情報相談窓口          （          ）    

電  話  ０４９５－２３－３９８８ 

受 付 日  月曜日から金曜日（ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、１２月２９日から１月３

日までを除く） 

受付時間  午前９時から午後５時 

１２ その他 

  パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙＞ 

 

個人情報の利用目的 

 

当事業所では、お客様の尊厳を守り安全に配慮する事業所理念の下、お預かりしている個人情報

について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

①お客様への介護サービスの提供に必要な利用目的 

＜訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）事業所内部での利用目的＞ 

○当事業所がお客様等に提供する介護サービス 

○介護保険事務 

○介護サービスのお客様に係る当事業所の管理運営業務のうち 

・利用開始・終了等の管理 

・会計・経理 

・事故等の報告 

・当該お客様の介護・医療サービスの向上 

＜他の事業者等への情報提供を伴う利用目的＞ 

○当事業所がお客様等に提供する介護サービスのうち 

・お客様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所、地域包

括支援センター等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

・お客様へのリハビリテーションの提供等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場 

   合 

・ご家族様等への心身の状況説明 

○介護保険事務のうち 

・保険事務の委託 

・審査支払機関へのレセプトの提出 

     ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

○損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

②上記以外の利用目的  

＜当事業所の内部での利用に係る利用目的＞ 

○当事業所の管理運営業務のうち 

・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・当事業所において行われる学生の実習への協力 

・当事業所において行われる事例研究 

＜他の事業者等への情報提供に係る利用目的 ＞ 

○当事業所の管理運営業務のうち 

・外部監査期間への情報提供 



   年   月   日   

 

 

訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション）の提供開始にあたり、利用者に対して

契約書及び本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。  

  

事業者 

所在地   埼玉県本庄市千代田１－１－１８ 

名  称   医療法人 本庄福島病院 

代表者   理事長 福島 正人          印 

    事業所 

所在地   埼玉県本庄市千代田１－１－２１ 

事業所名  老人保健施設 彩の苑 （介護予防）訪問リハビリテーション              

管理者   北村 守彦 

 

説明者  

所 属   老人保健施設 彩の苑  

（介護予防）訪問リハビリテーション 

 

氏 名                       印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーシ

ョン）についての重要事項の説明を受けました。 

 

≪利用者≫   

住 所 

 

        氏 名                        印 

 

≪身元引受人≫   

住 所 

 

        氏 名                         印 

 

 


